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令和５年第７回南知多町議会定例会（最終日） 議事日程 

                      日  時 令和５年９月２２日 

                            午前９時３０分 

                      場  所 南知多町議場 

日程第１
認 定 議 案

第 １ 号

令和４年度南知多町一般会計歳入歳出決算

認定 

委員長報告 

(文厚・総建)

日程第２
認 定 議 案

第 ２ 号

令和４年度南知多町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定 

委員長報告 

(文教厚生)

日程第３
認 定 議 案

第 ３ 号

令和４年度南知多町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算認定 

委員長報告 

(文教厚生)

日程第４
認 定 議 案

第 ４ 号

令和４年度南知多町介護保険特別会計歳入

歳出決算認定 

委員長報告 

(文教厚生)

日程第５
認 定 議 案

第 ５ 号

令和４年度南知多町漁業集落排水事業特別

会計歳入歳出決算認定 

委員長報告 

(総務建設)

日程第６
認 定 議 案

第 ６ 号

令和４年度南知多町師崎港駐車場事業特別

会計歳入歳出決算認定 

委員長報告 

(総務建設)

日程第７
認 定 議 案

第 ７ 号
令和４年度南知多町水道事業会計決算認定 

委員長報告 

(総務建設)

日程第８ 議案第 48 号 町道路線の廃止について 
委員長報告 

(総務建設)

日程第９ 議案第 49 号

南知多町内海港海岸環境整備施設の設置及

び管理に関する条例の一部を改正する条例

について 

委員長報告 

(総務建設)

日程第 10 議案第 50 号
令和５年度南知多町一般会計補正予算（第

６号） 

委員長報告 

（文厚・総建）
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日程第 11 議案第 51 号
令和５年度南知多町国民健康保険特別会計

補正予算（第１号） 

委員長報告 

（文教厚生）

日程第 12 議案第 52 号
令和５年度南知多町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号） 

委員長報告 

（文教厚生）

日程第 13 議案第 53 号
令和５年度南知多町介護保険特別会計補正

予算（第１号） 

委員長報告 

(文教厚生)

日程第 14 請 願 第３ 号

定数改善計画の早期策定・実施と義務教育

費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める請

願 

委員長報告 

(文教厚生)

日程第 15 請 願 第４ 号

「健康保険証廃止の中止を求め、マイナン

バーカード取得の強制に反対する意見書」

の提出を求める請願 

委員長報告 

(文教厚生)

日程第 16 発 議 第５ 号

定数改善計画の早期策定・実施と義務教育

費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める意

見書 

即   決 

日程第 17  閉会中の継続審査（調査）について  



令和５年９月１２日

　南知多町議会議長　　　殿

委員長 石　垣　菊　蔵　

（１）認定議案第１号 令和４年度南知多町一般会計歳入歳出決算認定

（２）認定議案第２号

（３）認定議案第３号

（４）認定議案第４号

（５）議案第５０号

（６）議案第５１号

原　案　可　決

                       文教厚生委員会

委 員 会 の 審 査 結 果 報 告 書

　本委員会へ付託の下記議案は審査の結果、次のとおりであったので報告します。

記

所管事項については原案認定

原　案　認　定

令和４年度南知多町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

令和５年度南知多町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

令和４年度南知多町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

原　案　認　定

所管事項については原案可決

原　案　認　定

令和４年度南知多町介護保険特別会計歳入歳出決算認定

令和５年度南知多町一般会計補正予算（第６号）



（７）議案第５２号

（８）議案第５３号

令和５年度南知多町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

令和５年度南知多町介護保険特別会計補正予算（第１号）

原　案　可　決

原　案　可　決



令和５年９月１４日

　南知多町議会議長　　　殿

委員長　榎　戸　陵　友　

（１）認定議案第１号 令和４年度南知多町一般会計歳入歳出決算認定

（２）認定議案第５号

（３）認定議案第６号

（４）認定議案第７号 令和４年度南知多町水道事業会計決算認定

（５）議案第４８号 町道路線の廃止について

（６）議案第４９号 南知多町内海港海岸環境整備施設の設置及び管理に関する条例の

一部を改正する条例について

委 員 会 の 審 査 結 果 報 告 書

記

原　案　可　決

                       総務建設委員会

原　案　認　定

原　案　認　定

　本委員会へ付託の下記議案は審査の結果、次のとおりであったので報告します。

所管事項については原案認定

令和４年度南知多町漁業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定

令和４年度南知多町師崎港駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定

原　案　可　決

原　案　認　定



（７）議案第５０号 令和５年度南知多町一般会計補正予算（第６号）

所管事項については原案可決



令和５年９月１２日 

南 知 多 町 議 会 議 長  

 鈴 木  浩 二  殿  

文 教 厚 生 委 員 会      

委 員 長  石 垣  菊 蔵     

請 願 審 査 報 告 書 

本委員会に付託された下記請願を審査した結果、次のとおりであったので報告

します。 

記 

１ 採択とすべきもの   

請願第３号 定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持

及び拡充を求める請願 

２ 不採択とすべきもの 

請願第４号 「健康保険証廃止の中止を求め、マイナンバーカード取得の強制に

反対する意見書」の提出を求める請願 



発議第 ５号

令和５年 ９月２２日

南知多町議会議長 鈴 木 浩 二 殿

               提出者 南知多町議会議員 小 嶋 完 作

               賛成者     〃    石 垣 菊 蔵

                       〃    石 黒 充 明

〃    内 田  保

〃    森  宏 子 

定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求

める意見書について 

上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１３条の規定により提出します。 



定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を

求める意見書

 未来を担う子どもたちが夢や希望をもち、健やかに成長していくことは、すべての国民の

切なる願いです。しかし、学校現場では子どもたちの健全育成にむけて真摯に教育活動に取

り組んでいるものの、いじめや不登校など子どもたちをとりまく教育課題は依然として解決

されていません。また、特別な支援や日本語教育を必要とする子どもも多く、一人ひとりに

応じた適切な支援を行うための十分な時間が確保できないなどの課題にも直面しています。

さらに、学習指導要領の改訂に伴い、学習内容や授業時間数が増加し、子どもたちや学校現

場の負担となっています。本年度、政府予算において、小学校における高学年の教科担任制

の推進と３５人学級の計画的な整備などのための教職員定数改善が盛り込まれました。しか

し、中学校における少人数学級の推進や教職員定数改善計画は示されておらず、子どもたち

の健やかな成長を支えるための施策としては、不十分なものであると言わざるを得ません。

少人数学級は、地域・保護者からも一人ひとりの子どもにきめ細かな対応ができるという声

が多く聞かれます。山積する課題に対応し、すべての子どもたちにゆきとどいた教育を行う

ためにも少人数学級のさらなる拡充を含めた定数改善計画の早期策定・実施が不可欠です。

 また、子どもたちが全国どこに住んでいても、機会均等に一定水準の教育を受けられるこ

とは憲法上の要請です。しかし、三位一体改革により、義務教育費国庫負担制度の国庫負担

率は、２分の１から３分の１に引き下げられたままであり、自治体の財政は圧迫されていま

す。教育の機会均等と水準確保のために、義務教育費国庫負担制度の堅持とともに、国庫負

担率を２分の１へ復元することは、国が果たさなければならない大きな責任の一つです。

 つきましては、定数改善計画の早期策定・実施と、義務教育費国庫負担制度の堅持ととも

に、国庫負担率２分の１への復元にむけて、内閣総理大臣、内閣官房長官、文部科学大臣、

財務大臣、総務大臣に対し、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。

  令和５年９月２２日

                     愛知県南知多町議会 議長 鈴木浩二 

（提出先）

内閣総理大臣

内閣官房長官

文部科学大臣

財務大臣

総務大臣



令和５年９月２２日 

南知多町議会議長  鈴 木 浩 二  殿

議 会 運 営 委 員 会 委 員 長 小 嶋 完 作 

総 務 建 設 委 員 会 委 員 長 榎 戸 陵 友

文 教 厚 生 委 員 会 委 員 長 石 垣 菊 蔵

議会広報特別委員会 委員長 服 部 光 男

地域公共交通対策特別委員会 委員長 榎 戸 陵 友

公共施設のあり方に係る特別委員会 委員長 石 垣 菊 蔵

閉会中の継続審査（調査）申出書 

 所管事項の調査研究をするため、閉会中の継続審査（調査）を要するものと決定し

たので、会議規則第７４条の規定により申し出ます。


